
鹿屋市保育所等の利用に関する要綱の一部を改正する要綱 

鹿屋市保育所等の利用に関する要綱（平成30年鹿屋市告示第84号）の一部を次の

ように改正する。 

第３条第２項中「施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定申請書兼利用申込

書」を「施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定申請書兼利用申込書（教育・

保育施設）兼現況届」に改める。 

第４条第２項中「保育所等入所承諾書」を「特定教育・保育施設等入所承諾書」

に改め、同条第３項中「保育所等入所不承諾書」を「特定教育・保育施設等不承諾

通知書」に改める。 

別記第１号様式から別記第３号様式までを次のように改める。 



別記 

第１号様式（第３条関係） 

 



第２号様式（第４条関係） 

 

年  月  日 

 

       様 

 

鹿屋市長       印 

 

特定教育・保育施設等入所承諾書 

 

保護者 

住 所 

 

申込みのあった施設への入所について、次のとおり承諾いたします。 

 

入所する子どもの名前 
及 び 生 年 月 日 

 

入 所 す る 事 業 所 の 
名 称 及 び 所 在 地 

 

入 所 決 定 区 分  

入 所 期 間  

利用者負担額及び階層  

備 考 
 

 

１ この処分について不服があるときは、行政不服審査法（平成26年法律第68号）

の定めるところにより、この通知を受けた日の翌日から起算して３か月以内に

鹿屋市長に対して審査請求をすることができます。 

２ この処分の取消しを求める訴え（取消訴訟）は、この通知を受けた日の翌日

から起算して６か月以内に、鹿屋市を被告として(訴訟において鹿屋市を代表

する者は、鹿屋市長となります。)提起することができます。ただし、この通

知を受けた日の翌日から起算して６か月以内であっても、この処分の日の翌日

から起算して１年を経過したときは、取消訴訟を提起することができません。 
 



第３号様式（第４条関係） 

 

年  月  日 

 

       様 

 

鹿屋市長       印 

 

特定教育・保育施設等入所不承諾通知書 

 

申込みのあった施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定申請書については、

次の理由により承諾できないので通知します。 

 

入所申込み子どもの名前 
及 び 生 年 月 日 

 

入 所 不 承 諾 理 由  

備 考 
 

 

１ この処分について不服があるときは、行政不服審査法（平成26年法律第68号）

の定めるところにより、この通知を受けた日の翌日から起算して３か月以内に

鹿屋市長に対して審査請求をすることができます。 

２ この処分の取消しを求める訴え（取消訴訟）は、この通知を受けた日の翌日

から起算して６か月以内に、鹿屋市を被告として(訴訟において鹿屋市を代表

する者は、鹿屋市長となります。)提起することができます。ただし、この通

知を受けた日の翌日から起算して６か月以内であっても、この処分の日の翌日

から起算して１年を経過したときは、取消訴訟を提起することができません。 



別記第４号様式中「もの」を「者」に、「ありました」を「あった」に、「くだ

さいます」を「くださる」に、「保育支援係」を「保育幼稚園係」に改める。 

別記第５号様式（その１）及び別記第５号様式（その２）中「保育支援係」を

「保育幼稚園係」に改める。 

別記第６号様式中「印         」を「印 （自署の場合は押印不要）」に、

「保育支援係」を「保育幼稚園係」に改める。 

附 則 

この要綱は、令和５年４月１日から施行する。 


